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第１章　調査の目的と概要

１－１　調査の目的

本実証調査は、企業による持続的なマングローブ林経営を支援するための施業技術の確立を

目的として、1992年（平成４年）に開始された。これまでに、育苗・造林・生態・森林経営

の各分野において技術開発及び経営モデルの検討のための各種の試験・調査、基礎データの収

集・分析を行ってきたが、1997年11月に５年間のプロジェクト期間を終え、同年12月から２

年間のフォローアップ（Ｆ／Ｕ）期間に入った。Ｆ／Ｕでは、造林・森林経営の各分野の試

験・調査の課題として、カイガラムシ対策及び経営モデルの策定等を行っている。

本調査団の目的は、Ｆ／Ｕ期間終了に向けて、進捗状況を把握したうえで、最終評価を行

い、取りまとめに関して必要な指導を行うことである。

調査内容は、以下のとおり。

①　各種試験の進捗状況を把握し、評価を行った。

②　経営モデル及び造林マニュアルの取りまとめ状況を把握し、必要な指導を行った。

③　本実証調査の管理運営状況を把握し、今後の体制について相手国政府と協議した。

④　終了に向けて、本実証調査の成果を民間企業へ広めるための方策を長期専門家等と協議

した。

１－２　調査団の構成

総括　　　　　　宮川　秀樹　　　林野庁指導部計画課　監査官

協力企画　　　　今井　豊司　　　農林水産省経済局国際協力計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　開発協力係長

森林経営　　　　岡本　一孝　　　林野庁国有林野部経営企画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　流域管理指導官

造林　　　　　　松本　光朗　　　森林総合研究所林業経営部

　　　　　　　　　　　　　　　　　生産システム研究室長

運営管理　　　　一方井真紀　　　国際協力事業団農林水産開発調査部農林業投融資課
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１－３　調査の日程

１－４　面談者一覧

林業農園省　造林社会林業総局 総局長 Mr.Harsono

　　　　　　造林社会林業総局　林業種苗局 局長 Mr.Syahrir

　　　　　　造林社会林業総局　総務局 係長 Mr.Suhardijono

バリ州林政局（KANWIL in Bali） 局長 Mr.Asikin Sunarya

第７森林保全センター（BLRKT） 所長 Mr.Harijoko S.P.

日　月 日曜 容内査調 地泊宿

月６ 03 日 水 55:01 →京東　 527LJ → 50:61 タルカャジ　 タルカャジ

日１月７ 木
00:90 省園農業林　
00:11 　 ACIJ 所務事
51:51 →タルカャジ　 014AG → 55:71 ルーサパンデ　

ルーサパンデ

日２月７ 金
00:90 局政林州リバ　
03:11 査調トイサトクェジロプ　
00:61 所務事員在駐　

ルーサパンデ

日３月７ 土 00:90 査調トイサトクェジロプ　 ルーサパンデ

日４月７ 日 04:21 →ルーサパンデ　 8066ZM → 02:31 ムラタマ　
アリベンサ→ アリベンサ

日５月７ 月 00:90 査調トイサトクェジロプ　 アリベンサ

日６月７ 火

ムラタマ→アリベンサ
00:01 所支州ラガンテサヌ西ータンセ全保林森７第　
00:11 局政林州ラガンテサヌ西　
00:21 局林営州ラガンテサヌ西　
01:61 →ムラタマ　 3156ZM → 05:61 ルーサパンデ　

ルーサパンデ

日７月７ 水 議協ツッニミ ルーサパンデ

日８月７ 木 会員委同合回７第
02:81 →ルーサパンデ　 188AG → 00:91 タルカャジ　 タルカャジ

日９月７ 金 00:90 　 ACIJ 告報所務事
00:01 告報館使大　
03:32 →タルカャジ　 627LJ →

内機

月７ 01 日 土 → 04:80 京東　
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第７森林保全センター西ヌサテンガラ州支所 支所長 Mr.Suhartadi

（SubBLRKT in NTB）

西ヌサテンガラ州林政局（KANWIL in NTB） 局長 Mr.Badrun Zainal

バリ州営林局（DINAS in Bali） 局長 Mr.Nyoman Yuliarsana

西ヌサテンガラ州営林局（DINAS in NTB） 局長 Mr.H.E.Suherdie

在インドネシア日本国大使館 書記官 若林英樹

在デンパサール駐在員事務所 駐在員 城田実

JICAインドネシア事務所 所長 庵原宏義

次長 米田一弘

所員 大宮直明

所員 Ms.Dinur Krismasari

現地実証調査F/U専門家 リーダー 井田篤雄

業務調整 谷田和之

造林 高嶋伸二

森林経営 井上泰子

現地実証調査F/U（C/P） 造林 Ms.Oliva Suko

森林経営 Ms.Oki Hadiyati

森林経営 Mr.H.M.Afman Affendi

注１：1998年３月「林業省」が「林業農園省」に改称。
注２：1998年 11月林業農園省第一次組織改組により、「造林総局」が「造林社会林業総局」に改称。
注３：本実証調査担当局は、造林社会林業総局にある復旧造林局（1999年４月林業農園省第二次組織改組により「造林局」から改称）

であり、Mr.Syahrirは同局の局長であった。第二次組織改組により、同氏は林業種苗局長となったが、引き続き本実証調査担当
局長を兼任している。

注４：「林政局」は、林業農園省の地方局であり、「営林局」は、州政府機関である。

注５：第７森林保全センターは林業農園省管轄である。
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第２章　調査結果要約

２－１　活動の進捗状況

２－１－１　フォローアップ期間中の課題

1997年７月に派遣された最終評価調査団は、本実証調査の試験研究項目26項目のうち21項

目は終了したが、残る５項目については引き続き調査・研究を行う必要があるとし、２年間の

フォローアップ（Ｆ／Ｕ）を実施するよう日本側に勧告するとともに、インドネシア側とも２

年間のＦ／Ｕを行うことで合意した。

Ｆ／Ｕ期間中に実施される５項目の課題は、次の造林分野３課題及び経営分野２課題であ

る。

（１）造林分野

・植栽密度試験

・生存率調査

・カイガラムシ防除技術の開発

（２）経営分野

・マングローブ林経営モデルの検討

・マングローブ林経営にかかわる要素の分析

今回、調査団はバリ及びロンボクの両試験地を観察するとともに専門家及びカウンターパー

トの説明を受けたが、全般的に当初の試験目的は達成されているものと判断された。

２－１－２　造林マニュアル及び経営モデルの策定

Ｆ／Ｕ期間に期待される最大の成果は、マングローブ造林のための技術マニュアルとマング

ローブ林経営モデルである。1999年７月現在、両者の作成は大詰めの段階にきている。今後、

当該マニュアル及びモデルの英語版及び日本語版をそれぞれ印刷製本し、この９月下旬に計画

されているJICA主催の最終セミナーで公表する予定である。

２－２　第７回合同委員会の開催

本実証調査の第７回合同委員会が７月８日（木）に開催され、本調査団も参加し、個々の団

員よりおのおのの専門分野についての調査結果と団長より次の総括的コメントを述べた。
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２－２－１　調査団（団長）のコメント

（１）本実証調査は今年11月で７年間の協力を終了するが、立派なマングローブ試験林等が

造成されており、これまでの様々な調査結果も集積されている。マングローブ林の管理・

経営は長期間を要するものであり、当プロジェクト終了後もインドネシア側の努力により

継続して必要な調査を行い、種々のデータの整備を更に充実させていただきたい。

（２）ジャワ島などではタンバック開発や製炭材の収穫など地元住民の長年にわたる活動に

よりマングローブ林が破壊されているケースが多い。本実証調査で確立されたマングロー

ブ林の造成・復旧の技術を用いてマングローブ林を保全するためには地元住民の理解と積

極的な参加が不可欠である。したがって、今後、住民参加の手法によるマングローブ地域

の保全手法の確立が期待される。

（３）本実証調査によりバリ及びロンボク島の２箇所のサイトでは複数の樹種によるマング

ローブ林の造成・管理・経営の技術が確立し、インドネシア側のカウンターパートにそれ

ら技術が移転されたと考えられる。しかしながら、広大なインドネシア国の全土には370

万haに及ぶマングローブ林が分布し、荒廃したマングローブ地域も多い。これらプロジェ

クトサイト以外の地域への技術の波及が必要不可欠であり、啓蒙・普及・訓練活動などを

通じたインドネシア側の努力が期待される。

２－２－２　インドネシア側の問題意識

（１）合同委員会委員長であるハルソノ造林社会林業総局長をはじめ、インドネシア側の幹

部の発言は、まず第一にこれまでの本実証調査の活動が当初の予定以上に順調に進み、大

きな成果をあげているといった感謝の意を表すものであった。

（２）さらに、マングローブ林復旧・保全の技術的な面は本実証調査を通じインドネシア側

に移転されたが、実際のマングーブ地域の復旧・保全に必要な財政的かつ人的資源が限ら

れているため、Ｆ／Ｕ期間終了後も引き続き日本からの援助を強く期待するといった声が

多かった。そして、今後の協力はこれまでに確立された造成・管理・経営の技術を地元住

民や地方林業機関のスタッフに普及・訓練して行くことが中心となろうというものであっ

た。

（３）また、インドネシア国のマングローブ地域はその大半が海岸地域保護の目的から自然

保護地区や保安林に指定されており、そういう箇所ではマングローブ林資源を伐採利用す
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る途は閉ざされている。したがって、インドネシア側カウンターパート等関係者の多く

は、地元住民がマングローブ林から恩恵を受けることが可能となる「エコツーリズム」の

開発が今後極めて重要であるとみている。

２－３　今後の展望

２－３－１　最終セミナーの開催

本実証調査はＦ／Ｕ期間終了直前の今年９月下旬に、これまでの技術・知識を集大成する目

的で最終セミナーを開催する予定である。当該セミナーで現在策定中の造林マニュアル及び経

営モデルが発表されることとなる。また、セミナーには極力多くの関係者が参加できるよう配

慮することが重要である。特に、インドネシア国で活動する他のドナー・プロジェクトやNGO

のプロジェクトの参加も検討すべきである。また、本実証調査の専門家及びカウンターパート

が一人でも多く発表できるよう努力することが大切である。

２－３－２　本実証調査終了後のインドネシア側による取り組み

上記２－１でも述べたとおり、マングローブ林の管理・経営は長期間を要するものであるた

め、本実証調査終了後もインドネシア側の努力により必要な調査を継続し、データの充実を図

ることが大切である。また、これまでに確立した技術をプロジェクトサイト以外の広大な地域

に波及させる努力が望まれる。

２－３－３　今後の日本側の方策

本実証調査は我が国企業がインドネシア国においてマングローブ林の造成と利用を行おうと

する場合に必要となるデータやノウハウを提供し、援助する目的で実施された。これまで、本

実証調査の成果を活用し事業化を試みるに至った本邦企業はない。今後、民間企業等に対する

説明会や各種資料の作成・配付などを通じた積極的な広報活動が必要不可欠である。

２－３－４　インドネシア国に対する今後の協力について

今後の協力については現在インドネシア側からプロジェクト方式技術協力実施の要請が出て

いるものの、我が国としては正式決定されたものはない。今回の調査中にもインドネシア側か

ら協力の継続を望む声が幾度となく聞かれた。特に、７月８日の合同委員会では本実証調査の

最高責任者である造林社会林業総局長をはじめ、インドネシア側の関係幹部から今後の協力と

して、特に、住民参加によるマングローブ林保全及び「エコツーリズム」の開発に対して期待

が寄せられた。これらの要請を踏まえ、今後の望ましい協力のあり方を検討する必要がある。
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第３章　プロジェクトの運営状況及び実施体制整備状況

３－１　事業実施体制

事業実施体制については、図３－１に示す。

３－２　専門家派遣・研修員受入

長期専門家及び短期専門家の派遣状況は、それぞれ、表３－１及び表３－２のとおりである。

長期専門家については、最初の５年間で、生態及び育苗分野の課題はほぼ達成されたため、

1997年12月から始まったフォローアップ（Ｆ／Ｕ）では、リーダー、業務調整、造林及び森

林経営分野の４名となった。

Ｆ／Ｕ期間中に派遣された短期専門家は、延べ７名であるが、そのうち経営分析、社会経済

及び複合経営分野の３名はコンサルタントであり、マングローブ林経営モデル策定のための調

査を行った。甲殻類及び養殖経営分野の短期専門家は、水産分野の見地でマングローブ林の調

査を行い、養殖と組み合せたマングローブ林経営のためのモデル策定に資する調査結果を得て

いる。また、カイガラムシ分野の短期専門家の調査結果は、造林マニュアルに反映されている。

研修員受入状況は、表３－３のとおりである。

　

３－３　カウンターパートの配置とローカルコスト負担

カウンターパートの配置状況については、表３－４のとおりである。Ｆ／Ｕ期間中は、造林

及び森林経営の分野で常勤のカウンターパートが配置されている。

ローカルコストの支出については、1997年の経済危機以降、インドネシア側負担の比率は

減少している。

３－４　国内支援活動

熱帯地域でのマングローブ林に関する調査の実績が極めて少なく、現地派遣専門家のみでは

調査の達成は困難なことから、国内の農林水産省・大学・民間団体のマングローブ林にかかる

専門家の支援を得ることを目的に、国内推進委員会を設置している。委員会のメンバーを次

ページに示す。
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＜推進委員＞

・環境部会

　　会長・推進委員長 杉　二郎 東京農業大学名誉教授

國府田佳弘 琉球大学教授

隆島　史夫 東京水産大学教授

木村　真人 名古屋大学教授

・造林部会

　　会長 荻野　和彦 愛媛大学教授

　　副委員長 中村　武久 東京農業大学教授

河原　輝彦 東京農業大学教授

田中　昌之 林野庁大分営林署長

・経営部会

　　会長 藤井　清 元（社）海外林業コンサルタンツ協会参与

西谷　嘉光 林野庁指導部計画課海外林業協力室長

檜垣　宮都 東京農業大学教授

大田　克洋 東京農業大学教授

・作業部会専門委員

　　環境部会 馬場　繁之 琉球大学助教授

穴瀬　真 東京農業大学教授

立川　周二 東京農業大学助教授

　　造林部会 佐々木　寧 日本大学教授

鈴木　邦雄 横浜国立大学教授

　　経営部会 宮林　茂幸 東京農業大学助教授
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第４章　試験調査活動の現状

４－１　造林技術開発

４－１－１　植栽密度試験

バリ島養殖池跡地及びロンボク島伐採跡地において、植栽密度を幅広く変化させながら植栽

密度試験が実施された。具体的には植栽間隔を0.5m×0.5m（40,000本/ha）、１m×１m（10,000

本/ha）、２m×２m（2,500本/ha）とした試験地が設定された。また、リアウ、東部ジャワ、中

部ジャワ、南スラウェシにおいて現地調査が行われた。

その結果、植栽密度とマングローブ林成立の可否の間には明確な関係はみられず、むしろ地

盤高や地形、土壌に対して適正な樹種が選定されたか否かが林分の成立に関係していることが

明らかになった。この地盤高や地形、土壌と樹種の関係に関しては、Rhizophora mucronata、

Rhizophora apiculata、Rhizophora stylosa、Bruguiera gymnorrhiza、Ceriops tagal、Avicenia marina、

Soneratia alba、Xylocarpus granaturmといった計８樹種に関して調査結果がまとめられており、

造林マニュアルにも掲載される予定である。このなかで、バリ及びロンボクにおいては

Rhizophora mucronataが幅広く適応していることが明らかになった。以上の結果はマングロー

ブ造林技術の基盤となるものであり、本実証調査の大きな成果といって良い。

この植栽密度とマングローブ林の成立にあまり関係がみられなかったという結果は、植栽密

度に関しては生態的理由からではなく、破壊されたマングローブ林の復旧や木炭生産といった

経営目的や目標、植栽にかかわるコストや苗の供給能力によって決定されることを意味するも

のである。

ところで、定量的なデータはまだ十分には揃っていないが、植栽密度が高いほど樹高成長が

良い傾向がしばしば観察された。一般論とするにはまだ確証が低いものの、マングローブ造林

に関する知見として記載されるべきものである。さらに、この知見をもとに、苗の数が少ない

場合に取り得る方法として、0.5m間隔の３列を一団とし、各団を３～７m間隔で配置する植

栽方法を試験するなど精力的な取り組みがみられたのは高く評価して良い。

４－１－２　生存率試験

植栽密度試験と並行して、バリ島及びロンボク島において生存率調査が行われた。その結

果、生存率に関しても植栽密度と同様に地盤高や地形、土壌に対する適正樹種の選定に大きく

依存することが明らかになった。つまり、適正な樹種を選定すれば林分成立に十分な生存率を

得られるわけである。

また、マングローブ林は波や潮流に弱く、これらが強い場所では生存率は極めて低かった。

特に激しい流れではなくてもその影響は現れ、バリ養殖池跡地での試験では土手の開口部付近
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でも生存率は低かった。このことから、植栽時には波や潮流が強い場所を除く必要があること

が明らかになった。

なお、植栽密度試験と同様に、植栽密度が高いほど生存率も高いという傾向がしばしば観察

された。これも、定量的なデータが揃わず、一般論とするにはまだ確証が低いが、マングロー

ブ造林に関する知見として記載されるべきものである。

４－１－３　カイガラムシ等の病害虫防除

短期専門家の招聘によりカイガラムシに関する調査・実験が行われ、カイガラムシの生活

史、分布、寄主、被害、死亡要因等が明らかになった。その結果、これまでカイガラムシは

Rhizophora mucronata、Rhizophora apiculata、Bruguiera gymnorrhiza、Xylocarpus granaturmに寄

生が確認され、寄生した場合４～５か月という短期間で木が枯れるが、寄生したすべての木が

枯れるわけではなく、すべての葉が黄変し衰弱した場合に限られることが分かった。さらに、

カイガラムシは海水に浸かる木には被害を与えず、苗の梢端が満潮位を越える状態から樹高が

３m程度に至るまでが被害を受けやすいことが分かった。

この結果をもとに、カイガラムシの防除法が開発された。これは噴霧器を使い海水を散布す

ることによってカイガラムシの被害拡大を押さえ、加えて散布時に顕著な寄生がみられる葉の

虫を手でこすり落とすというものである。この方法は薬剤を用いず、低コストでなおかつ効果

も大きく、実施可能な現実的な手法と考えられる。

このように、カイガラムシ防除技術に関しては生態から現実的な防除法まで解明・確立さ

れ、これは本実証試験の大きな成果として取り上げられる。

４－１－４　造林マニュアル

プロジェクト開始からフォローアップ（Ｆ／Ｕ）期間を含めた全期間の成果を基礎に、日本

語版及び英語版の造林マニュアルの作成・出版が予定されており、本調査時にはその内容はほ

ぼ完成に至っていた。

その内容は、事前調査や植栽計画からなる植栽の準備、育苗と種子供給、植栽作業、補植や

保護・防除からなる管理といった内容で、マングローブ造林の実施に必要とされる事項につい

て幅広く網羅しながら、図・写真をふんだんに取り入れ、具体的で分かりやすいものとなって

おり、本プロジェクトで開発された造林技術に関してまんべんなく良く取りまとめられている。

この造林マニュアルは特にバリ及びロンボクを対象とせず、幅広い地域で利用できるように

工夫されており、マングローブ造林に関する教科書となりえるものである。特に地盤高調査な

どの事前調査の方法が詳しく記載されていることから、新規にマングローブ造林の試験・調査

を始めるにあたっても利用可能であり、広い地域での利活用も可能であろう。
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なお、今回の調査時には造林マニュアルのドラフト原稿について検討し、そのなかでマニュ

アルに具体的な植栽密度の記載がないこと、樹種と適正地盤高の関係を表すグラフにおいて実

際に観察されるRhizophora mucronataの適正地盤高よりも範囲が狭く示されていることについ

て指摘を行い、これらのことについて追加あるいは変更することとした。

以上のように、造林マニュアルの作成に関しては予定通りの進行状況であり、全調査期間の

試験結果を踏まえた利用価値の高いマニュアルとして高く評価されるものである。

４－２　マングローブ林経営モデルの作成

４－２－１　マングローブ林経営モデルの検討

本実証調査では、「持続可能な木材生産等によるマングローブ林の経営システムを確立する

ことを目的に、マングローブ林の分布や生態系の特長の把握のための調査、育苗や造林に関す

る様々な試験、インドネシア国各地や周辺国におけるマングローブ林の利用状況に関する調査

など、様々な現地調査や試験が行われており、それらの結果に基づいて、持続可能なマング

ローブ林の経営モデルが考察されている。

特にＦ／Ｕ期間においては、インドネシア国のスマトラからイリアンジャヤに至る多くの州

においてマングローブ林の現況や利用状況等について現地調査が行われており、それらの調査

から得られたデータ等に基づき、利用価値の高い樹種についての収穫予想表の作成や地域の社

会経済的条件とマングローブ林経営との適合性等の検討が幅広く行われている。なお、詳しく

は「４－２－２　マングローブ林経営にかかわる要素の分析」を参照されたい。

また、経営モデルの検討にあたっては、次の４つの原則に基づき考察が進められている。

　①　投資、地域住民の生活、自然環境の３つの要素の調和が保たれていること

　②　一定の条件において、効率性が求められること

　③　マングローブ林の量が増加するか少なくとも減少しないこと

　④　土地利用が持続可能であること

様々な調査データやこのような原則等に基づいて、「森林の成長量の違いによる地域区分」

と「単位面積当たりの必要労働量の違いによる区分」を行い、次の４つの経営モデルが提案さ

れている。

）良件条育生（域地長成高 地長成低 域 ）良不件条育生（

営経型小過働労 ：Ａルデモ
ルデモ産生プッチるよに新更伐択

：Ｃルデモ
ルデモ産生炭木るよに林造再伐皆

営経型投多働労 ：Ｂルデモ
ルデモ産生炭木るよに新更伐択

：Ｄルデモ
造ブーログンマと営経殖養的放粗

ルデモたせわ合み組を林
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なお、モデルＡには、収入間伐を組み入れたケースを、モデルＢには炭窯の種類（中国式

窯、インドネシア伝統窯、マレイシア式窯、日本式窯）によるオプションを、モデルＤには造

林樹種によるオプションを設けて、それぞれのモデルについての考察が行われている。

以下、それぞれの経営モデルについて、簡単に述べる。

（１）モデルＡ：択伐更新によるチップ生産モデル

当該経営モデルは、チップ生産を目的に30年回帰年母樹保残択伐施業を行うものであり、

具体的には、30年サイクルでチップ生産目的の伐採を行い、この時、胸高直径20㎝以上の母

樹を１ha当たり40本残すとともに、天然更新の状況を見極めつつ、伐採面積のおおむね20％

に相当する区域に１ha当たり2,500本の植栽を行うことにより確実な更新を図り、永続的にマ

ングローブ林の再生、利用を行うものであり、マングローブ林の生育の条件のよい箇所で、か

つ、大面積の森林の確保が可能な場合に採用しうるものである。

当該経営モデルにより、成長条件の良い大面積のマングローブ林の確保及び安定的な需要先

の確保が可能であれば、持続可能なマングローブ林経営が可能であることが、財務分析の結果

を踏まえて明らかにされている。

しかしながら、当該経営モデルは、インドネシア国において、本邦民間企業が実際に当該モ

デルに基づき事業を行うためには、インドネシア政府より伐採権（ＨＰＨ）を取得する必要が

あるが、1995年以降、外国投資による場合には、新たな許可は行われないこととなっている

ことから、新規に本邦企業が投資を行うことは困難な状況下にあるとの問題点を有しているこ

とが明らかにされている。

この他、当該経営モデルには、持続可能な林業経営によりチップ生産が行われるとはいえ、

国際的にもマングローブ林の保護・保全の重要性が認識されてきているなかで、大規模なマン

グローブ林の伐採を伴うチップ生産に対する社会的批判が生じる可能性が高いなどの問題点も

有しているものと思われる。

（２）モデルＢ：択伐更新による木炭生産モデル

高成長地域であっても、人口密度が高くマングローブ林に対する地域住民の依存度が高い地

域においては、チップ生産のような広大な規模を必要とする林業経営は困難であり、このよう

な地域においては、木炭生産を目的にマングローブ林の経営を行うことにより、持続可能な林

業経営が可能であることが明らかになった。

当該経営モデルは、木炭生産を目的に30年回帰年母樹保残択伐施業を行うものであり、林

業経営システムについては、モデルＡに準じたものとなっている。

また、今回の現地調査の結果を踏まえ、当該モデルを適応するにあたっては、木炭生産は製
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炭技術の違いにより収量・品質に大きな差が生じることから、良い窯を現地の資材で作る技術

を開発することが経営上重要であること、木酢液の採取や新たな用途の開発などによる経営の

多角化と市場開拓により、収益性を高めることが可能であること等が明らかにされている。

しかしながら、インドネシア国において、本邦民間企業が実際に当該モデルに基づき事業を

行うことは、インドネシア政府により、外国企業がマングローブの加工品、半加工品への参入

することが規制されているため困難な状況下にあるとの問題点を有していることが明らかにさ

れている。

（３）モデルＣ：皆伐再造林による木炭生産モデル

マングローブ林の生育があまり良くない地域（低成長地域）であっても、一定の面積の伐期

に達した（十分に成長した）マングローブ林が存在し、かつ、人口密度があまり高くなくマン

グローブ林に対する地域住民の依存度が低い地域においては、木炭生産による持続可能なマン

グローブ林経営が可能であることが明らかになった。

当該経営モデルは、木炭生産を目的に30年伐期の小面積皆伐再造林施業を行うものであり、

具体的には、30年伐期で小面積の皆伐を行い、１m間隔で全面積再造林し、確実な更新を図

り、永続的にマングローブ林の再生、利用を行うものである。全面積再造林することとなって

いるのは、低成長地域は高成長地域と比較して、天然更新力が著しく劣ることから、確実な更

新を確保するために全面積再造林する手法が採用されたものである。

また、当該モデルの考察においては、15年伐期よりも30年伐期の林業経営が経営上有利で

あること、この製炭事業による収益を利用して、拡大造林を行うことも可能であること等が明

らかにされている。

また、今回の現地調査の結果を踏まえ、当該モデルを適応するにあたっては、モデルＢと同

様、技術開発が経営上重要であることと合わせて、事業が可能となるような一定規模のマング

ローブ林の確保の重要性が明らかにされている。

なお、当該モデルについても、外国企業に対するマングローブの加工品、半加工品への参入

が禁止されているため、モデルＢと同様の問題点を有している。

（４）モデルＤ：粗放的養殖経営とマングローブ造林を組み合わせたモデル

利用できる土地が限れている場合、収益性の違いにより投資家は木炭生産よりも養殖経営を

選択するものと考えられることから、人工密度が高くマングローブ林の開発が進んだ地域にお

いては、養殖経営とマングローブ造林を組み合せることにより、持続可能なマングローブ林

の開発・利用を促すことが可能であることが明らかになった。

当該モデルは、集約養殖の弊害を軽減し、休止期間を設けることなく永続的に養殖事業を行
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うことが可能となるように、養殖池の付帯施設としてマングローブ林を造成することにより、

養殖池の毒性バクテリアの繁殖を抑制する等環境の保全を図るものであり、造林事業のみから

直接収益を上げることはあまり期待できない。

また、今回の現地調査の結果を踏まえ、当該モデルを適応するにあたっては、持続可能な養

殖技術の確立が経営上重要であることと合わせて、事業が可能となるような一定規模のマング

ローブ地域（養殖池跡地等）の確保が重要であることが明らかにされており、特に、土地の確

保にあたっては、土地所有権の明確化及び土地所有者の組織化が必要であり、このことが実際

に当該モデルを事業として行う場合の最も困難な課題であることが明らかにされている。

以上、簡単に各モデルの概要等について簡単に述べたが、提案されている各モデルは、イン

ドネシア国内等で現実に行われている事業について費用便益の分析を行った結果を踏まえ、採

算が確保できるものだけを対象に考察が行われたものであり、モデルのなかには採算性があま

り高くないものも含まれているが、経済情勢が今後著しく厳しくならない限り，事業の採算性

は確保でき、持続可能なマングローブ林経営が可能であることが明らかにされている。

また、先に示した４つの各経営モデルを詳細に解説するなど、林業経営分野における全期間

の調査成果を取りまとめた「持続可能なマングローブ林経営モデル」が作成されることとなっ

ており、本調査時にはその内容はほぼ完成に至っていた。

本経営モデルは、インドネシア国のみならず、持続的な林業経営が可能なマングローブ林が

存在するすべての地域において、マングローブ林経営のあり方を考えるうえで大変参考になる

ものと思われる。

４－２－２　マングローブ林経営にかかわる要素の分析

Ｆ／Ｕ期間の２年間においては、持続可能なマングローブ林経営モデルの提案のために必要な

マングローブ林の経営に関する各種要素の調査、分析が第６回合同委員会で了承されたＰＤＭ

及び活動計画表に基づき着実に実施されており、リアウ、西カリマンタン、東ジャワ、中央

ジャワ、西ジャワ、南スラウェシ及びイリアンジャヤの各州において、マングローブ林の現地

調査やマングローブ林経営の事例調査等が幅広く行われている。

「２－１　収穫予想」については、持続可能な経営モデルの考察にあたって、より精度の高

い幹材積表及び収穫予想表の作成が必要とされたことから、Ｆ／Ｕ期間にリアウ、西カリマン

タン、中部ジャワ、バリ、イリアンジャヤの各州において現地調査が行われており、各調査地

において樹高、直径、成立本数等のデータの収集及びサンプル採取が継続して行われている。

それらのデータをもとに、本プロジェクトの中心樹種であるRhizophora  mucronata及び広範囲

に分布し木材等が様々な形で利用されているRhizophora  apiculataの２種について、幹材積表
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及び収穫予想表の作成が行われている。特に、後者については、Ｆ／Ｕ期間に実施された調査

により、生育環境の違いにより成長に大きな差が生じることが明らかとなったから、高成長地

域と低成長地域別に収穫予想表が作成されている。なお、本プロジェクトの経営モデルの考察

では、分布域が大きなRhizophora apiculataの収穫予想表を用いて、考察が行われている。

「２－２　林況把握」については、既存試験植林地の位置、塩分濃度や土層の厚さなどの立

地環境条件、植栽目的、植栽年月日、植栽樹種、保育などの様々な造林活動等を記録した森林

調査簿が作成されており、Ｆ／Ｕ期間においては、林況調査項目の継続調査が行われている。

また、森林調査簿については、プロジェクト終了後においてもインドネシア側で継続調査を容

易に行うことができるように、表計算ソフト（エクセル）上で森林調査簿の作成が行えるよう

に改良が行われている。

「２－３　社会経済調査」については、マングローブ林周辺に居住する地域住民等への対面

調査により、マングローブ林経営の事例調査等が行われており、西ジャワ、東ジャワ、バリの

各州においては、主に「労働多投型経営」のモデルとなる地域において、また、リアウ、イリ

アンジャヤ、中部ジャワ、西ジャワ等の各州においては、「労働過小型経営」のモデルとなる

地域において、それぞれ調査が行われている。これらの対面調査の結果、マングローブ林から

生産される木材等の産物は、周辺に居住する住民にとって必要不可欠な生活資材になっている

ことが明らかにされた。また、マングローブ林の存在が浸食の防止や魚類等の水産資源をかん

養するなどの多くの利益をもたらすことが、漁民等に認識されていることが明らかになった。

さらに、マングローブ林の周辺地域に居住する住民の数、すなわち人口密度の違いにより、マ

ングローブ林の利用状況やその利用形態が大きく異なっていることが明らかにされた。

また、Ｆ／Ｕ期間においては、地域住民への対面調査の他に、インドネシア国の社会経済指

標となる統計データの収集、法令規則に関する情報を幅広く収集するなど、インドネシア国の

投資環境に関する調査が幅広く行われている。

「２－４　環境回復調査」については、短期専門家等により、甲殻類、魚類、鳥類を対象にリ

スティングが行われており、特に甲殻類については、Ｆ／Ｕ期間内1998年３月から１年間、バ

リサイト及びロンボクサイトにおいて動物相変遷調査が継続して行われており、プロジェクト

開始当初（1993年）と1998年３月のデータ比較により、種の増加が確認されている。

また、1999年８月には、ロンボク島の試験植林地の周辺で漁業を営んでいる漁村の住民を

対象に、マングローブ林の回復に伴う漁業資源等への影響について、意識調査を行うことが予

定されている。

「２－５　費用便益分析」については、育苗、造林、育林、伐採等の林業経営にかかるコス

トの他、チップ生産、木材生産及び養殖経営などマングローブ林地域で行われている様々な経

済活動に関するデータが経営分析の基礎として収集されている。また、これらの基礎データの
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収集にあたっては、本フェーズの間において既に確立されていた育苗、造林コスト等について

は、経済危機により物価や人件費が急上昇したため、再調査が行われるとともに、伐採、搬出

などのコストについては、実際にマングローブ林経営等を行っている造林公社等の事業体から

資料等の提供を得たものである。マングローブ林を直接、間接に利用する経済活動について情

報が集めら、価格やコストについて聞き取り調査が行われている。このようにして集められた

経営分析のための基礎として収集されたデータに基づき、費用便益分析が行われた結果、チッ

プ生産、木炭生産、粗放養殖経営が、持続可能かつ経済的にフィージブルな経営モデルとして

考察されている。
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第５章　今後の展望

近年、熱帯や亜熱帯地域の水辺に分布するマングローブ林は無秩序な開発により急激に減少

し、環境保全の面で憂慮されている。そのため、マングローブ林の保全と持続的開発が緊急な

課題となっているが、環境保全に配慮したマングローブ林資源の開発実績は皆無に等しく、本

邦民間企業がただちに事業を行うことは困難な状況にあった。このような背景を踏まえ、本実

証調査はこうしたマングローブ林の持続可能な開発に対する本邦民間企業の進出が展開できる

よう技術的経営的条件整備を図ることを目的として行ってきた。今後民間企業の投資を可能に

するためには、以下の点に考慮する必要がある。

５－１　本実証調査の成果の普及

本実証調査では、これまで「育苗の手引き」、「HANDBOOK OF MANGROVES IN

INDONESIA」、「造林マニュアル」（終了時までに作成）、「持続可能なマングローブ林経営モデ

ル」（終了時までに作成）の他、本実証調査の内容を紹介したリーフレットや「マングローブ

に関する基本的知識（和・英・イ文）」と題するリーフレットを作成した。

これらは、マングローブ林の持続可能な開発及び造林事業に対する投資にあたって非常に重

要な資料となると考えられ、広く関係者に提供することが重要である。

上記の資料に加えて、本件の成果をわかりやすく解説し民間企業投資を促すようなリーフ

レット等も作成することが望ましい。そして本件終了後、日本国内においても、造林関係者、

企業関係者等の参加を得てセミナー等を開催し、上記の成果物を広く関係者に配布する等の広

報活動を行うことにより、民間企業の投資に結びつくことが期待される。

また、現地サイドでは、本年９月のISME（国際マングローブ生態系協会）の総会に本プロ

ジェクトの専門家も参加、また、９月下旬にJICA主催でジャカルタで開催する予定のセミナー

においては、在インドネシア民間企業・商社、プレス、大学関係者を含む内外の官民関係者が

出席し、調査の最終報告書が配布される予定であり、同セミナー実施により、本実証調査の成

果の民間セクターへの普及が図られるものと期待される。

さらに本件終了後、マングローブセンターを使って実施される新しいプロジェクトにおいて

更に収集される有用なデータも、インドネシア国内での普及のみならず本邦企業の投資に資す

るために活用できるようにすべきと考えられる。

　

５－２　投資の可能性

本実証調査において、様々な試験やインドネシア国各地での現地調査を実施した結果、実際

に次の４つの経営モデルが行われていることが判明した。
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①　高成長地域における労働過小型経営（択伐更新によるチップ生産モデル）

②　高成長地域における労働多投型経営（択伐更新による木炭生産モデル）

③　低成長地域における労働過小型経営（皆伐再造林による木炭生産モデル）

④　低成長地域における労働多投型経営（粗放的養殖経営とマングローブ造林を組み合わせ

たモデル）

　「４－２－１　マングローブ林経営モデルの検討」の項で述べられているように、各モデル

における財務分析を基礎に、今後経済情勢が著しく厳しくならない限り事業としての採算は確

保でき、持続可能なマングローブ林経営が可能であると結論づけられた。今後インドネシア国

以外の国々における投資においても、このモデルが有益なデータとして活用され得るものと考

えられる。

５－３　その他

1998年３月の中央省庁組織改編、それ以降の林業農園省の組織改編※に伴い、「林業基本法」

等の根本的な改正が見込まれる他、森林経営を地域住民主体で行う方針が出されている。今回

の合同委員会においても、インドネシア側からは将来のプロジェクトにおける課題として社会

林業の導入の他、「エコツーリズム」が何度も強調された。

今後は、民間企業の投資においてその点にも留意していく必要があり、また、投資関連情報

のアップデートしたものを随時 JICAで整備する必要がある（例えばロンボク島のサイトを

使った）。「エコツーリズム」についても、企業のみならずNGO等にも広報を行い、ODAの成

果として、地域住民が主体的に参加しマングローブ林の価値や保全・持続的開発の重要性を啓

蒙するものとすることも一案として考えられる）。

　　

（※）昨年３月に、林業省は農業省農園総局をその所管下に加え、「林業農園省」として新たに発足。森林と農園が一
体的に経営管理されることになり、同省の権限・影響力が更に増大したといえる。以後、今年にかけて、総局
レベル、局レベル、課レベルと３度改組されており、20頁にある組織表も、暫定的なものと考えたほうが良い。
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資　　　　　料

　　　　　　資料１．林業農園省組織図

　　　　　　資料２．ミニッツ

　　　　　　資料３．第７回合同委員会ミニッツ
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